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圏域単位等での意見交換、研修会、取組への 
助言を受けたい場合等に生活支援コーディネー 
ター活動サポーター※派遣の支援を行います。 

問合先 

例えばこんな時に 

ご活用ください！ 

※活動サポーターは、研修講師等を行ったことのある中四国地方の現任の生活支援 

コーディネーター、または生活支援コーディネーターの経験のある者をいう。 

 

派遣を希望

する活動サポー

ターを決める

申込主体から

実施主体へ

確認

申込主体が活

動サポーターへ

依頼する

(承諾が得られ

れば)申込書を

提出する

派遣終了後、

報告書を提出

する

派
遣
の
流
れ 

申込主体（各圏域等） 

実施主体（広島県地域包括ケア推進センター） 

派遣に係る 
経費の 

事務手続き 

派遣に係る 
経費の 

支払手続き 申込状況によっては、希望に添いかねる場合があります。 

広島県地域包括ケア推進センター 

Tel：082-569-6493                      
✉ ：houkatsu-kensyu@hiroshima-hm.or.jp 

HP 詳細ページ： 
http://chiikihoukatsucare.net/p02kensyu_kiji.php?id=198 

 

 

 
   活動サポーターは、広島県内 

だけでなく、中四国地方の生活支
援 等※

に依頼可 

 
   3 回/年まで実施可 

（ただし、複数回実施の場合は、同一の 

 活動サポーターの支援を受けること） 
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